
1． は　じ　め　に

1．1 研究の目的

　本研究は，日本の相続法で規定されている法
定相続人の範囲と相続順位について，ドイツや
フランスの相続法と比較することによって，そ
の違いと問題点を明らかにすることを目的とし
ている。我が国の相続法は，諸外国と比較して
相続人の範囲を狭く規定していることが一つの
特徴である。その結果，遺産を承継する法定相
続人が存在しないという問題が発生し易くなっ
ている。そこで，相続人の範囲の問題は，相続
の原点に回帰して検討する必要があると考えて，
最初に相続の根拠についての先行研究を整理す
る。相続の根拠には，血の代償説や生活保障説
などいくつかの説が存在する訳であるが，大事
なことは，その根拠が現在を生きている国民に
とって納得し易いものであるかどうかである。
筆者は，相続の実態は，多種多様であるため，
必ずしも一つの根拠で説明する必要はないと認
識している。本研究で考察する大陸系のドイツ
とフランスについては，我が国と同様の規定に
なっているだろう推測していたが，現実は法定
相続人の範囲や相続順位，相続分などの相違が
みられる1）。ドイツやフランス以外の国でも，
血族相続人の範囲を幅広く規定している。本研
究の提案は，日本においては「相続人の範囲を
限定してきた」という流れに逆行するという批

判があるかもしれない。しかし，少子化が続い
ている現状では，我が国においてもその範囲を
拡大する方向で検討すべきではないかというの
が本研究の出発点である。結論を先取りして述
べるならば，相続人の不存在という問題を回避
するために，少なくとも三親等の傍系血族であ
る「おじ・おば」や四親等の「いとこ」まで
「法定相続人」の範囲を拡大することを提案し
たい2）。

1．2 先行研究

　相続の根拠や法定相続人の相続権の根拠は，
相続法の基本問題であり，現在でも，法定相続
制度の正当性について複数の説が存在している。
先行研究として，犬伏由子他『親族・相続法
［第 2版］』弘文堂を基に，代表的な 5つの説を
概観しておく。
　第一に「血の代償（血縁）説」がある。これ
は「死者とその財産を承継する者との間の縦の
血の繋がりに基づく財産承継の要請がある」と
いう考え方である。縦の血の繋がりとは，親か
ら子，子から孫へと血の連続，つまり「血とと
もに財産も縦に受け継がれていく」と考え，血
縁関係を重視して，私的所有関係も継続すると
したものである。勿論，その前提として私有財
産制の保障があることは言うまでもない。
　第二に「遺族の生活保障説」がある。これは，
被相続人が生活を共にしていた家族（＝構成員）
が路頭に迷わないように生活保障をすることが
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死者との扶養関係を重視する見解でもある。配
偶者や未成熟の子が相続人となる根拠になる。
　第三に「潜在的持分清算説」がある。これは
遺産に含まれている相続人の潜在的な持分を清
算することを相続の根拠とするものである。現
実の協力関係を重視して，死者との（現実の）
共同生活関係を強調し，持分が存在していると
して，その持分の大きさ従って，構成員の相続
順位や相続分が決まるという訳である。この説
では，「夫婦」が登場し，配偶者の存在を重視
する見解になる（谷口知平編，1980，p. 9）。
　第四に「被相続人の意思推定説」がある。こ
れは「愛情」とか「家族の親密な関係」が前提
になっている。相続は遺言相続を原則的形態と
みて，有効な遺言書がない無遺言相続の場合に
は「死者の生前の最終意思を合理的に推測する」
という立場から，被相続人の意思を生かすこと
が相続の社会的根拠とする見解である。遺言書
などがあれば死者の意思は外に現れているので
明確である。遺言書ながくても，外部から客観
的に，「普通の人間ならば，自分の財産を死後
どういうふうに分けるのが妥当であろうか？」
と推測できるという訳である（中川淳，1994，
pp. 273–276）。
　第五に「権利安定の確保説」がある。これは，
一般取引社会においては債権者の保護を図る必
要があり，被相続人に債務がある場合に，遺産
の承継者を法定相続人と定めておくことで，相
続債権者の保護を図るということである。権利
関係安定の確保等の要請が法定相続の根拠とな
るということである（中川善之助，1972，pp. 

177–178）。

1．3 問題の所在

　法解釈学的な観点からは，血の代償（血縁）
説が相続の根拠として最も強力なものであろう。
こ れ は，ヴ ァ ル タ ー・ブ ル ー メ（Walter 

Blume）の説であり，彼は血の連続が相続の論

理的根拠の背景にあると考えた。この考え方は
現在でも学説の底流にある。また，国民の法意
識の中に根強く潜んでいるため，これを否定す
ることはできないだろう3）。しかし，この説に
よると，配偶者の相続権について説明できない
という問題や，血の連続が財産の承継に繋がる
という考え方には飛躍があるという問題が残っ
ている。そこで，中川善之助の主張した「家族
的共同の継続」が相続の根拠として登場する。
これは，遺族（＝構成員）の生活保障説と同じ
考え方である。しかし，勤労者の家族が生活の
ために寄りかかっているのは，財産ではなく労
働の対価としての賃金・給料であることから，
生活保障を相続の根拠とはできないという問題
がある。また，相続人の中には資力（＝経済力）
があって，生活保障を全く必要としない者もい
る。民法では，相続人の範囲を形式的に判断で
きるようにするために，多様性を捨象している。
法定相続人の要件としては，被相続人と一定の
親族関係があることを挙げ，相続人の範囲を定
め，相続順位，相続分なども規定している。本
研究は，現行の相続法における相続人の範囲と
相続順位について考察するものである。具体的
には，後述する三つの問題に焦点を当て，ドイ
ツとフランスの相続法の内容と比較することで，
日本の相続法の立法的な諸課題を導き出す手掛
かりを得られるのではないかと考えている。
《問題提起Ⅰ》法定相続人の範囲が狭すぎるの

ではないか

　第一の問題提起は，日本の相続法は「法定相
続人の範囲を画一的に法定するのは仕方ない。
しかし，現代の相続を前提にしたとき，その範
囲が狭過ぎるのではないか」という問題であ
る4）。逆に言えば，日本の相続法の特徴の一つ
として，直系血族を重視して相続人の範囲を狭
く限定しており，いわゆる「笑う相続人」を廃
除している点が挙げられている（中川善之助，
1972，p. 292）。その主たる理由は，円滑な遺
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産相続を実現するという目的を重視するという
ことであろう。被相続人の兄弟姉妹が相続人と
なるケースは，子や父母がいない場合であり，
生存配偶者と兄弟姉妹の利害が衝突して，遺産
分割協議が長期化する傾向がある。兄弟姉妹が
先死している場合には，被相続人の兄弟姉妹の
子である甥・姪が代襲相続することが認められ
ている。甥・姪の立場から見ると，「おじ・お
ば」の遺産を相続できるということである。筆
者が指摘するのは，この逆のケースが認められ
ていないという問題である。すなわち，「甥・
姪」が亡くなったときに，「おじ・おば」には
相続権は認められていないということである。
因みに，甥・姪の子への再代襲相続は（相続人
の人数が多くなり）相続関係が複雑になって，
遺産分割協議が長期化するという実務上の理由
から認められていない。
　内田貴は，「現代の相続の現実の機能を考え
たとき，生活保障説が，最も説得的であると思
われる」と述べている（内田貴，2011，p. 

325）。確かに，被相続人と相続人が共同生活を
している配偶者や子の場合は，遺族の生活保障
説があてはまる。しかし，先述のとおり，相続
法は共同生活の有無や相続人の資力の有無を度
外視していることと矛盾が生じる。潜在的持分
清算説につては，配偶者が常に相続権が認めら
れており，その割合が拡大されてきたことを説
明できる。しかし，相続一般では，遺産形成へ
の貢献を問題とすることなく，財産の承継が生
じることと矛盾する。潜在的持分の清算の要素
があるにしても，部分的なものに過ぎないと言
える。
　死者の意思推定説の代表者は，イマヌエル・
カント（Immanuel Kant）である。彼は，すべ
ての権利変動の原因に意思をおき，相続によっ
て財産が承継されるのは，被相続人と相続人と
の暗黙の契約があるからだと説明する。被相続
人は自分の子や配偶者に「財産を承継させたい」

と念願し，子や配偶者は「財産を承継するだろ
う」という期待がある。二つの意思の連続性が
暗黙の契約であり，これを相続の根拠と解する
ことは可能である。この学説は，論理に叶うも
のと言えるが，あくまで黙示の契約は擬制に過
ぎない。また，一定の相続人に被相続人の意思
によっても奪うことができない「遺留分」が認
められていることと矛盾する。我が国では法定
相続が原則形態であるという現実からすると，
有効な遺言証書がない場合には死者の意思を
「合理的に推定する」しか方法がない。これは，
あくまで推定であるため，相続の根拠とするこ
とには無理があると言える。
　権利安定の確保説は，中川善之助が主張した
説である。この説は，消極財産（＝債務）の相
続の説明であり，相続人が債務者の地位を引き
継ぐ根拠は，一般的取引社会の安定にあると言
える。あくまでも補助的な根拠に過ぎないと言
えなくもない。中川淳が述べているとおり「あ
えて，これを相続の根拠に入れる必要はない」
とも考えられるが，筆者は法定相続の根拠とし
て極めて重要な要素だと認識している（石田喜
久夫他，1992，p. 151）。その理由は，相続が
発生して「誰が遺産を相続する権利をもつのか
が，第三者からは全く分からない」という状況
は，望ましいものではないからである。その根
拠として，相続法は，相続人となる資格を画一
的に定め，個人の意思で相続人を操作すること
を認めていないことが挙げられる。
　社会学的な観点から相続の根拠を検討する限
り，多元的な説明になることは回避できない。
しかし，法解釈学においては，相続の問題が発
生したときに，それを解決する規範を示す必要
があるため，現行法を幅広く整合的に説明でき
る根拠を示す必要がある。そのため，筆者は血
の代償（血縁）説，遺族の生活保障説，死者の
意思推定説，そして権利安定の確保説の四つが
法定相続の根拠として整理することができると
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考えている。筆者は潜在的持分清算説について
は，配偶者相続権との関係では意味があるが，
血族相続人との関係では，必ずしも決定的な要
素にはならないと考えている。そのため，法定
相続の根拠からは除外している。
　血の代償（血縁）説は，子などの血族相続人
の視点からのアプローチであり，遺族の生活保
障説は，配偶者相続人の視点からのアプローチ
であると言える。死者の意思推定説は，遺言相
続を前提とする被相続人（＝死者）の視点から
のアプローチである。そして，権利安定の確保
説は，第三者（＝一般的取引社会）の視点から
のアプローチだと言える。簡潔に整理するなら
ば，相続の問題は，「子」，「配偶者」，「被相続
人」，「第三者」という四つの視点から考える必
要があるということである。
　補足するならば，川井健が述べているように
「国家の視点」もある。国家は相続に際して相
続人に相続税を課する。これは国の関与が相続
税という形であらわれているということである
（川井健，2015，p. 140）。
《問題提起Ⅱ》直系尊属を一括して優先するこ

とに問題があるのではないか

　第二に問題提起するのは，日本の相続法では
直系尊属（＝父母と祖父母・曾祖父母）を一括
して優先していることに問題があるのではない
かということである。第一順位の相続人を「直
系卑属（＝子・孫）」としている点については，
親が子に財産を残すという常識的な考え方であ
り異論はない。疑問があるのは，第二順位の
「直系尊属（＝父母・祖父母）」の扱いである。
被相続人の父母が第二順位となっており，直系
卑属がいない場合には，父母が相続人となると
いうことであり，これは問題ないと言える。た
だし，父母の両方が先死している場合には，祖
父母が（代襲ではなく）本位相続することに
なっている。祖父母は 4人存在する訳であり，
4人のうち 1人でも生存しているならば，その

1人が相続することになる。例えば，父方の祖
母が 1人存命の場合（被相続人の配偶者や子・
孫などがいないとき）は，その祖母が全部を相
続することになる。配偶者相続人と祖母が相続
人となる場合には，祖母が 3分の 1を相続する。
　筆者が指摘するのは，被相続人の兄弟姉妹や
甥・姪が存在していても，第三順位の相続人と
されているため，登場しない（＝招致されない）
という問題である。なぜ，「逆相続」となる直
系尊属を一括して

4 4 4 4

優先するのかという疑問があ
る。被相続人の直系尊属は「扶養を受けている」
ということを根拠として相続権を正当化してい
る。しかし，相続と扶養制度の相互性の観点か
ら相続権の根拠を導くことは，一貫性を保つこ
とができない。なぜならば，具体的な場面とし
て，甥・姪が被相続人となった場合，「おじ・
おば」は相続することができないからである。
相続と扶養は別の制度であり，「一方の制度で
他の制度を説明することはできない」という有
力な指摘があり，筆者もこれに賛同する（潮見
佳男編，2019，p. 81）。被相続人の兄弟姉妹
（甥・姪）よりも優先して，祖父母が遺産を相
続することに疑問があると考えている。なぜな
らば，遺産相続は，血の流れと同じように遺産
も上から下に向かって流れるものであり，「相
続はできる限り若者を優先すべきもの」と認識
しているからである5）。
《問題提起Ⅲ》兄弟姉妹以外の傍系血族を法定

相続人とすべきではないか

　第三の問題提起は，「三系主義」をとる日本
の相続法において「兄弟姉妹以外の傍系血族を
法定相続人の範囲から除外していることに理論
的な問題があるのではないか」ということであ
る。この問題は，第一の問題提起と深く関連す
ることであるが，理論的に血の連続を根拠とす
るならば，「傍系血族」として父母の兄弟姉妹
とその直系卑属，祖父母の兄弟姉妹と直系卑属
も法定相続人として登場させることで筋が通る
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と考えられる。本研究において考察するとおり，
ドイツやフランスにおいては，これらの傍系血
族が法定相続人として認められている。それゆ
えに，日本においては兄弟姉妹以外の傍系血族
を法定相続人としないという理論的な根拠が見
当たらないのではないだろうか。

1．4 分析の視座

　本研究の視座は，相続理論と相続実務の二つ
である。第一に『理論的適合性』という観点か
ら考察する。つまり，現行の相続法の規定を
「相続人の範囲と相続順位について，説得力を
もって理論的に説明できるのか？」ということ
である。換言すれば，法律における「一般的確
実性」のことである。第二に『相続実務への対
応』の観点からの考察である，つまり，「現代
の社会・家族の変化による相続の多様性に柔軟
に対応できる規定となっているのか？」という
ことである。換言すれば「具体的妥当性」のこ
とである。我妻榮が述べているとおり，法律は，
この二兎を追う必要があるということである
（我妻榮，2016，pp. 3–6）。相続法の規定は，
すべての国民に大きな影響を与えるものである
ため，簡潔明瞭で理路整然としたものであるこ
とが望ましいことは言うまでもない。民法（相
続法）の規定が相続の根拠と現実の相続実務か
らみて，法解釈が分かれるような不明確な点や
不都合な部分があるならば，それを立法的な課
題と捉えて，見直し（＝改正）を検討する必要
がある。
　第一の理論的適合性の問題としては，「傍系
血族を被相続人の兄弟姉妹と甥・姪に限定して
いること」が理論的に説明できないということ
がある。親等で言えば，被相続人の兄弟姉妹は，
（被相続人から見て） 2 親等であり，その子で
ある甥や姪は 3親等になる。甥・姪の子は 4親
等ということになる。筆者は現行の相続法にお
いて，甥・姪の子に代襲相続権を認めていない

ことについては理論的に問題があると考えてい
る。「おじ・おば」は，3親等であり，「いとこ」
は， 4親等である。因みに，祖父母の兄弟姉妹
は 4親等であり，自分の兄弟姉妹の孫も 4親等
である。一般的な感覚としても， 4親等までの
血族を法定相続人とすることに違和感はないの
ではないだろうか。現行の相続法では，伯父
（叔父）・伯母（叔母）が残した相続財産（＝遺
産）を甥・姪が相続することが許容されている。
甥・姪は，「おじ・おば」の兄弟姉妹の子であ
るため，兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に
は，甥・姪が代襲相続することになっている。
逆に，甥・姪が相続財産を残した場合には，「お
じ・おば」は相続人になることはない。筆者は，
これは理論的な矛盾であると考えている。なぜ
ならば，立場が逆転した場合にも，同じような
扱いになるように規定することが理論構成とし
て整合性が保てると考えられるからである。
　第二の相続実務への対応の問題については，
仮に「おじ・おば」や「いとこ」を第四順位の
法定相続人とした場合に，実務で発生する問題
を考えてみたい。一つ目の実務上の問題として
は，我が国では「おじ・おば」や「いとこ」な
どの傍系血族を，相続人とすることに「日本で
は馴染みがない」という指摘があるだろう。し
かし，現実の生活（＝親戚づきあい）」を考え
れば分かるとおり，父母の兄弟姉妹である「お
じ・おば」や彼らの子である「いとこ」との交
流は，現代でも残っている。一般的な国民感情
としても，彼らは「近い親戚」であり，少なく
とも冠婚葬祭の際に顔を合わせる機会がある筈
である。それゆえに，相続法で彼らが法定相続
人に位置付けられていたとしても，何ら違和感
はないと考えられる。因みに「遠い親戚」とし
ては， 6 親等の「はとこ」の存在がある。「は
とこ」というのは，本人から見て祖父母の兄弟
姉妹の孫にあたる人である（いとこの子供同士
ということである）。そこまで法定相続人を拡
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大することは，理論的には問題ない。しかし，
日本の相続実務を考えると顔も知らない相続人
らが登場して，遺産分割協議が長期化する恐れ
があるため，無条件で賛成することはできない。
これは，配偶者相続人が存在する場合には，「お
じ・おば」や「いとこ」などの傍系血族は相続
人とならないという規定を置くことで解決する
問題である。
　二つ目の実務上の問題として，「法定相続人
の規定が複雑になる」という指摘が考えられる。
確かに，規定が複雑になることは事実である。
しかし，第四順位の相続人についての規定がな
いために，無主の財産が発生することを回避す
る必要があり，相続財産を法人として擬制する
という規定の方がより複雑なものになっている
と言える。
　三つ目の相続実務の問題としては，法定相続
人の範囲が狭いために「相続する者が誰もいな
い」ことになれば，特別縁故者への財産分与や
遺産の国庫帰属が行われることになるが，その
ことが問題だと考えられるからである6）。

1．5 研究の前提

　本研究の前提は，ドイツとフランスにおける
相続法の規定と日本の相続法の規定である。ド
イツとフランスの相続法の規定については，後
で詳しく考察することにする。ここでは，日本
の相続法について整理しておきたい。我が国の
血族相続人の相続順位については，民法887条
及び889条で定められている（表 1）。
　例えば，本人（被相続人）の遺族として父母
と子供がいる場合には，第 1順位である子が相

続人となり，第 2順位である父母は相続人とは
ならない。同様に，本人に兄弟姉妹と父母がい
る場合には，第 2順位の父母が相続人となり，
第 3順位の兄弟姉妹は相続人とならない。つま
り，順位の異なる人が同時に相続人になること
はないということである。
　本人（被相続人）に子と孫がいて，相続発生
時には子はすでに亡くなっているという場合に
は，孫が相続人となる。このようなケースを代
襲相続といい，孫は子が生きていた場合と全く
同じ立場で相続人となる。同様に，本人に子と
孫と曾孫がおり，相続発生時に子供と孫がすで
に亡くなっている場合には曾孫が相続人となる。
これが再代襲相続である。代襲相続の権利は兄
弟姉妹の子（甥・姪）にもあるが，兄弟姉妹の
孫には認められていない（餅川正雄，2018c，
pp. 38–39）。
　被相続人が離婚して再婚していた場合は，前
妻との間の子と後妻との間の子がいることがあ
る。後妻との間に生まれた子は，法定相続人で
あることは間違いないが，前妻（前夫）との間
であっても，血を分けた子であれば，法定相続
人になる。離婚をすれば，前妻（前夫）は他人
であり，相続権はないが，血を分けた子はずっ
と相続権をもっている訳である。また，近親者
の間で養子縁組が行われている場合には，祖父
と孫との養子縁組（＝孫養子）のように，相続
資格の重複が起きる可能性があるが，民法では
特別の規定を置いてないため，議論があるとこ
ろである。相続実務では，複数の相続資格を肯
定するケースがほとんどである（餅川正雄，
2018a，p. 67）。本研究では，相続資格の重複
については，研究対象としていない。

2． 旧民法時代の遺産相続の順位について

　ここでは，旧民法時代と1947（昭和22）年に
改正された民法の遺産相続の順位を比較してお
く。日本における遺産相続の順位は，旧民法時

表 1　日本の民法における法定相続人の相続順位

第 1順位：子供や孫（直系卑属）［民法887条］

第 2順位：父母や祖父母（直系尊属）［民法889条］

第 3順位：兄弟姉妹［民法889条］

＊筆者作成
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代（＝明治31年 7月16日から昭和22年 5月 2日）
と1947年の民法では，表 2のとおりであった。
　旧民法時代には，家督相続制度が存在してい
たことは周知のとおりである。ここでは，旧民
法時代の遺産相続制度について整理しておく。
遺産相続の場合は，直系卑属（＝子や孫ななど）
が一人もいなかった場合，「配偶者」が単独で
相続人となっていた。配偶者は，例外的（旧民
法979条，982条），劣後的（旧民法996条）にし
か相続しなかったのである（佐藤義彦他，
2012，p. 136）。1947（昭和22）年以降のように，
配偶者が必ず相続人となる規定ではなかったと
いうことである。また，直系卑属や配偶者がい
ない場合は，直系尊属が相続人となっていた。
直系尊属とは父母や祖父母などのことであり，
第一順位の直系卑属の規定を準用していたため，
親等の近い者が相続人となり，同じ親等に相続
人が複数いる場合は共同で相続人となっていた。
第三順位までの相続人がいない場合は，「戸主
（こしゅ）」が相続人となっていた7）。戸主は常
に存在するため，戸主の相続権を認めることに
よって遺産の国庫帰属を防ぐことができたとい
うことである。

3． 1947（昭和22）年以降の法定相続人
と相続分の変遷

　1947（昭和22）年の民法では，配偶者を別
種・別系列の相続人とした。これは「配偶者別
格の原則」として，現在も続いており，配偶者
は常に相続人となる。また，「家」制度の廃止
にともなって戸主を兄弟姉妹に置き換えたもの

であろう。中川善之助によれば「このような修
正は，無意識的ではあってもなお不用意な修正
であるというべきであり……」と批判している。
兄弟姉妹よりも「直系尊属を一括して優遇する
点で，縦の共同関係を重視する『家』制度の影
響を多分にとどめているという批判を免れえな
いであろう」と述べている（中川善之助，
1972，p. 292）。この順位は，1962（昭和37）
年の改正においても修正されず，現在まで続い
ている。筆者は，本研究で考察するドイツやフ
ランスにならって，被相続人の父母の兄弟姉妹
である「おじ・おば」やその子である「いとこ」
を法定相続人としてもよかったのではないかと
考えている。
　1947（昭和22）年から1980（昭和55）年まで
の33年間は，配偶者と直系卑属（子）が相続人
の場合，配偶者の相続分は，3分の 1であった。
1981（昭和56）年からは，配偶者の法定相続分
について，子と相続する場合は 2分の 1，直系
尊属と相続する場合は 3分の 2，兄弟姉妹と相
続する場合は 4分の 3とした。昭和55年の改正
が大きな変更を伴うものであったことが分かる。
配偶者の相続分を増やしたことで，その分だけ
血族相続人の相続分が減少したということであ
る。

《考　察》

　配偶者には代襲相続を認めていない。その結
果，次のようなケースで問題が生じることにな
る。第一は，家業などに従事する夫（A）が，
将来の相続をあてにして無償で働いていたとす

表 2　日本の遺産相続の順位

旧 民 法　　①　直系卑属　　②　配偶者　　　③　直系尊属　　④　戸主

昭和22年　　①　直系卑属　　②　直系尊属　　③　兄弟姉妹

＊配偶者は別系列の相続人とした。
＊家制度が廃止され，戸主がなくなった。

＊筆者作成
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る。その間に夫（A）が死亡した場合に，その
夫婦（A・B）の間に子がいないと，夫の父親
（X）が死亡してもこの妻（B）は何も相続でき
なくなるという問題である。第二は，妻（D）
が連れ子（a）して婚姻し，その夫（C）と共
同生活をしていたとする。もし妻（D）が夫
（C）よりも先に死亡した場合は，連れ子（a）
は，亡くなった母親（D）の相続する筈であっ
た財産を少しも相続できないという問題である。
筆者は，配偶者にも代襲相続を認めるという案
も，今後の検討課題の一つになると考えている。
因みに，配偶者が法律上の婚姻関係にない「内
縁の配偶者」である場合には，相続人がいない
場合に限って，特別縁故者として遺産の全部又
は一部の分与を受けることが可能である（山本
進一，1981，pp. 182–183）。

4． ドイツの相続法における相続順位に
ついての考察

　ドイツの相続法について，大村敦志監修
（2020）『相続法制の比較研究』（商事法務）を
基に，検討していきたい。ドイツ民法典第 5編
相続法は，遺言又は相続契約による任意相続と，
法定相続について規定している。ここでは，
1924条以下に定められている法定相続制度につ
いて考察する。（ドイツでは，法定相続人を「順
位群」に分けているが，本研究では，「順位」
で統一して表記する。）

4．1 ドイツにおける血族相続人の相続順位

　法定相続人となるのは，血族（§1924），配

偶者（§1931），生活パートナー（生活パート
ナーシップ法 §10），及び，国庫12（§1936）
である。配偶者または生活パートナーは，血族
と並んで法定相続人となる。ここでは，ドイツ
の血族相続人の相続順位について，整理してお
きたい（表 3）。
【第 1順位】直系卑属

　第 1順位は，被相続人の直系卑属（被相続人
の子，孫，曾孫など）である。直系卑属のうち，
被相続人と関係で親等の近い者が相続人となる。
相続人となる直系卑属（例えば子）が相続開始
時にすでに死亡している場合，相続放棄した場
合，相続欠格者となった場合は，その者の直系
卑属（孫や曾孫）が代襲相続する。被相続人の
子が複数いる場合，その相続分は均等である。
被相続人の子の一人がすでに死亡しており，孫
が代襲相続する場合は，子が受けるはずだった
相続分を株分け（相続）する。
【第 2順位】父母及びその直系卑属

　第 2順位は，被相続人の父母及びその直系卑
属（被相続人の兄弟姉妹，甥・姪など）である。
相続開始時に父母が生存している場合は，父母
だけが均等に相続する。相続開始時に父または
母が死亡している場合は，その者の（最も近い
親等の）直系卑属（＝被相続人の兄弟姉妹，
甥・姪など）が代襲相続し，死亡した者が受け
取るはずだった相続分を受け取る。直系卑属が
複数いる場合は，死亡した者の受け取るはず
だった相続分を株分け（相続）する。相続開始
時に父母ともに死亡している場合は，それぞれ
の最も近い親等の直系卑属が代襲相続する。

表 3　ドイツにおける血族相続人の相続順位

第 1順位 直系卑属（＝子・孫・曾孫）

第 2順位 父母，父母の直系卑属（＝兄弟姉妹，その直系卑属）

第 3順位 祖父母及びその直系卑属（＝おじ・おば，いとこ，その直系卑属）

第 4順位 曽祖父母及びその直系卑属（＝おおおじ・おおおば，その直系卑属）

＊村上淳一他（2018）『ドイツ法入門』有斐閣，pp. 188–190. を基に筆者作成
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【第 3順位】祖父母及びその直系卑属

　第 3順位は，被相続人の祖父母及びその直系
卑属（被相続人のおじ・おば・いとこなど）で
ある（§1926）。相続開始時に，祖父母が生存
している場合は，祖父母が均等に相続する。一
組の祖父母について，祖父または祖母が死亡し
ている場合は，死亡した者の最も近い親等の直
系卑属が代襲相続する。死亡した祖父母の一方
に直系卑属がいないときは，他方が死亡者の相
続分も受け取る。他方も死亡している場合には，
その直系卑属が，死亡した一方の相続分も受け
取る。相続開始時に一組の祖父母について，双
方ともに死亡し，かつ，これらの直系卑属もい
ないときは，もう一組の祖父母またはその直系
卑属のみが相続する。
【第 4順位】曽祖父母及びその直系卑属

　第 4順位は，被相続人の曽祖父母及びその直
系卑属である（§1928）。つまり，祖父母の兄
弟姉妹である「おおおじ」・「おおおば」及びそ
の直系卑属である。相続開始時に曾祖父母が生
存している場合は，曾祖父母のみが相続する。
その場合の相続分は，曾祖父母の系統を問わず
均等である。相続開始時に曾祖父母が一人もい
ない場合は，その直系卑属のうち，被相人に最
も近い親等の者が相続する。同一の親等の者が
複数いれば，均等に相続する。なお，第四順位
以降の血族相続人は，被相続人の配偶者または
同性パートナーがいる場合は，相続権がない
（§1931Abs）。

《考　察》

　ドイツにおける相続順位は，「親
しん

系
けい

主義」と
呼ばれる方式である。親系とは，共同始祖に由
来する人々の全体のことであり，共同始祖自身
も親系に含まれる。その特徴は，若い世代を優
先するという思想（＝財は血と同じように流れ
る）を考慮しており，簡単明瞭で，理路整然と
していることである。血統という自然的関係を

基礎として，第 1順位（＝第 1親系）は，被相
続人の「直系卑属（子・孫・曾孫など）」であ
り，第 2 順位（＝第 2 親系）は，被相続人の
「父母及びその直系卑属（＝兄弟姉妹，甥・姪
など）」である。そして，第 3 順位（＝第三親
系）は「祖父母及びその直系卑属（おじ・おば，
いとこなど）」ということになる。さらに，第
4順位（＝第 4親系）は「曾祖父母及び直系卑
属（＝祖父母の兄弟姉妹であるおおおじ・おお
おば，その直系卑属）」である。第四親系まで
に近親者がいない場合には，高祖父母の直系卑
属を探すことになる。理論的には，直系尊属を
無限に遡って先祖を共通にする遠縁の者が法定
相続人になることも在り得る（村上淳一他，
2018，p. 189）。
　この方式は，序列が合理的であり，偶然に左
右されることがないため，比較的妥当な結果が
得られるという長所がある。親系主義の短所と
しては，被相続人の直系卑属は親に優先して相
続し，親とその直系卑属は祖父母に優先して相
続するものとしていることで，祖父母がおい・
めいよりも後順位となる点にある（中川善之助，
1972，pp. 184–185）。

5． フランスの相続法における相続順位
についての考察

　『相続法制の比較研究』（2020年，商事法務）
に基づいて，フランスの相続法について考察す
る。生存配偶者の相続分については，他の相続
人として，（1）配偶者と直系卑属と競合する場
合と，（2）その他の血族相続人と競合する場合
に分けて検討することにする。

5．1 配偶者と直系卑属が競合する場合

　被相続人の直系卑属（子・孫など）が存在す
る場合について，二つの場合を区別して規律さ
れている。第 1に，すべての子が被相続人・生
存配偶者夫婦から生まれている場合，生存配偶
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者は「財産全体に対する用益権」か，「 4 分の
1の所有権」のどちらかを選択することができ
る（757条38）。この選択権は，厳格な様式主義
に服さず，あらゆる方法により証明でき（758
条の239），いつでも行使可能である。ただし，
すべての相続人は，書面で配偶者に選択権の行
使を促すことができ， 3箇月以内に書面で選択
しない場合は用益権を選択したと見なされる
（758条の340）。さらに，生存配偶者が用益権を
選択した場合，生存配偶者または虚有権者たる
相続人は，用益権から終身定期金への転換を請
求することができる（759条42）。
　第 2に， 1人または数人の子が，その夫婦か
ら生まれたのではない場合，もはや生存配偶者
に選択権はなく， 4分の 1の所有権を受け取る
ことになる（757条）。生存配偶者に用益権を認
めると，用益権者である生存配偶者と，虚有権
者である子，とりわけ被相続人の前の婚姻の子
との間で長期間の権利競合が生じることになる。
そこで，紛争の予防するために，生存配偶者に
用益権という選択肢を認めないこととしている。

5．2 配偶者とその他の血族相続人が競合する

場合

　死亡者が直系卑属（子や孫など）を残さず，
父母双方を残した場合，生存配偶者は財産の 2
分の 1を受取り，父母はそれぞれ 4分の 1ずつ
受取る（757条の 1第 1項43）。父母どちらか一
方のみ生存している場合は，生存配偶者が 4分
の 3を受取る（757条の 1第 2項）。そして，死
亡者の子またはその卑属も，父母も存在しない
場合，生存配偶者がすべての財産を受取る（757
条の244）。なお，相続人として，生存配偶者と
優先傍系血族がおり，子も父母もいない場合で
あり，被相続人がその父母から受け取った財産
が相続財産の中に現物で残存している場合，そ
の財産は，生存配偶者と優先傍系血族で二分す
る（757条の345）。

　次に，配偶者が存在しない場合はどうなるの
かを整理しておく。フランス民法典734条①相
続権のある配偶者が存在しない場合，血族は，
以下のとおりに，相続するために招致されるこ
とになる。血族相続人については， 4つの順位
がある（734条 1 項27）。第 1順位が子およびそ
の卑属，第 2順位が父母，兄弟姉妹および兄弟
姉妹の卑属（以下，「優先傍系血族」とする），
第 3順位が父母以外の尊属，第 4順位が兄弟姉
妹およびそれらの者の卑属以外の傍系血族であ
る。先順位の者がいる場合には，後順位の者は
相続人とはならない（734条 2 項）。なお，代襲
相続は，子の卑属，優先傍系血族の卑属につい
て認められる（752─755条）。
【第 1順位の相続人】子またはその卑属（孫・

曾孫など）

　第 1 順位の相続人は，子またはその卑属
（孫・曾孫など）である。735条は，「子または
その卑属は，性別も，長子であることの区別も
なく，たとえそれらの者が異なる結合から生ま
れた者であっても，父母またはその他の尊属を
相続する」と規定し，「子の間の平等」を定め
ている。
【第 2順位の相続人】父母と兄弟姉妹および兄

弟姉妹の卑属

　生存配偶者がおらず，第 1順位の子や孫もい
ないときには，第 2順位の相続人が登場し次の
ように相続する。第 2順位は，父母と兄弟姉妹
および兄弟姉妹の卑属（甥・姪など）であるが，
彼らが競合する場合については，複雑な形で相
続分が定められている。
【第 3順位の相続人】父母以外の尊属（祖父母

等）

　生存配偶者がおらず，第 1・第 2順位の相続
人がいない場合は，第 3順位の相続人が登場し
次のように相続する。①相続財産は，父母以外
の尊属（祖父母等）に帰属する（739条34）。こ
の場合も両系相続のルールにより，父系，母系
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の尊属それぞれが全体として 2分の 1の財産を
取得する。②一方の系に尊属がいない場合には，
他方の系の尊属がすべての財産を取得する（748
条 3 項）。
【第 4順位の相続人】優先傍系血族以外の傍系

血族

　生存配偶者がおらず，第 1から第 3順位まで
の相続人がいない場合，①相続財産は，優先傍
系血族以外の傍系血族に帰属する（740条35）。
この場合も，父型の系の者と母型の系の者とで，
相続財産が折半される（749条36）。各系におい
て，最も近い親等の者が他の者を排除し，同一
の親等の者の間では財産を頭分けする（750条
37）。
　以上の内容を整理すると，表 4のとおりにな
る。

《考　察》

　フランスの相続順位は，「類別主義」と呼ば
れるもので，ローマ法に源を有する考え方であ
る。この方式は，血族の種類に着目して，その
血族と被相続人との親疎

4 4

を測り，血族をいくつ
かのグループに分け，先順位のグリープは後順
位のグループを相続から完全に排除するという
ものである。第一クラスには直系卑属がまとめ
られ，第二クラスには父母と最近親の傍系血族
（＝兄弟姉妹）及びその直系卑属（＝甥・姪）
がまとめられる。第三クラスには遠い親等の傍
系血族などがまとめられる。この類別主義の長
所は，グループの構成が可動的であることから，
その時々の社会通念や社会経済的な必要性から

それを適合させることができる点にある。その
短所は，グループ構成が人工的・恣意的なもの
となり，非合理的な要素が入るため，表 4に示
したとおり複雑で分かり難くなってしまうとい
う点にある。

6． 日本とドイツ・フランスの法定相続
人と相続順位の違い

　ドイツ，フランスでも相続に関する細かな規
定が盛り込まれていることが分かった。ここで
は，日本との違いを整理しておきたい。まず違
いが明らかなるように表 5に整理しておく。
　この表 5で明らかなとおり，第 1順位が「子
（孫・曾孫）」であることと，第 2順位で「父母」
が登場することは，同じである。表 6に整理し
たとおり，日本とドイツ，フランスの違いの一
つは，（1）兄弟姉妹の相続順位の違いである。
ドイツやフランスでは，第 2 順位で兄弟姉妹
（甥・姪）が入っているが，日本では兄弟姉妹
や甥・姪は第 3順位となっている。二つ目の違
いは，（2）兄弟姉妹以外の傍系血族の扱いが
違っていることである。日本では「おじ・お
ば」，「いとこ」などは相続人となっていないが，
ドイツやフランスでは，順位は異なるものの相
続人として入っていることである。三つ目の違
いは，（3）祖父母や曾祖父母の相続順位が違っ
ていることである。日本では，祖父母や曾祖父
母は，父母と同じ第 2順位として直系尊属を一
括して優遇している。この点は，縦の共同関係
を重視する「家」制度の影響を多分にとどめて
いる（中川善之助，1972，p. 188）。ドイツで

表 4　フランスにおける血族相続人の相続順位

第 1順位 子およびその卑属（＝孫・曾孫など）

第 2順位 父母，優先傍系血族（＝兄弟姉妹および兄弟姉妹の卑属）

第 3順位 父母以外の尊属（＝祖父母・曾祖父母など）

第 4順位 兄弟姉妹およびそれらの者の卑属以外の傍系血族（＝おじ・おば，いとこなど）

＊大村敦志監修（2020）『相続法制の比較研究』（商事法務）pp. 53–55. を基に筆者作成
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は祖父母が第 3順位で，曾祖父母を第 4順位と
している。フランスでは祖父母と曾祖父母を第
三順位としている。そして四つ目の違いとして，
（4）曾祖父母の直系卑属の扱いが違っている。
日本では，そもそも第四順位の相続人というも
のが存在せず，曾祖父母の直系卑属は法定相続
人ではない。ドイツの第四順位は，曾祖父母の
直系卑属としており，フランスでは優先傍系血
族（＝兄弟姉妹や甥・姪）以外の傍系血族（お
じ・おば，いとこ等）を第四順位としている。
簡単にまとめるならば，ドイツやフランスでは，
祖先に遡って（どこまでも）傍系の血族を探し
出すということであり，日本では傍系血族につ

いて，兄弟姉妹とその子である甥・姪までしか
相続人として認めないということである。

7． お　わ　り　に

　本研究は，日本の法定相続人の範囲と相続順
位について，ドイツとフランス両国の相続法と
の比較を通して，考察したものである。第一の
問題提起は，日本の相続法は「現代の相続実務
を前提にしたとき，その範囲が狭すぎるのでは
ないか」という指摘をした。ドイツやフランス
と比較した場合，日本の相続法は，相続人の範
囲を狭く限定していることが明らかになった。
その結果，法定相続人が誰もいないという問題

表 6　日本とドイツ・フランスの法定相続人と相続順位の相違点

（1）兄弟姉妹，甥・姪の相続順位が違っている
①　日本は兄弟姉妹と甥・姪を（父母等に劣後して）第三順位としている
②　ドイツは，兄弟姉妹と甥・姪を（父母と同じ）第二順位としている
③　フランスは，兄弟姉妹と甥・姪を（父母と同じ）第二順位としている

（2）兄弟姉妹以外の傍系血族（おじ・おば，いとこ）の扱いが違っている
①　日本では，おじ・おば，いとこを法定相続人としていない
②　ドイツでは，おじ・おば，いとこを第三順位としている
③　フランスは，おじ・おば，いとこ等（傍系血族）を第四順位としている

（3）祖父母や曾祖父母の相続順位が違っている。
①　日本は祖父母や曾祖父母を第二順位としている
②　ドイツは祖父母を第三順位，祖父母を第四順位としている
③　フランスは祖父母と曾祖父母を第三順位としている

（4）曾祖父母の直系卑属の扱いが違っている。
①　日本は曾祖父母の直系卑属（傍系血族）は，法定相続人ではない
②　ドイツは曾祖父母の直系卑属を（曾祖父母と同じ）第四順位としている
③　フランスは傍系血族をすべて第四順位としている

＊筆者作成

表 5　日本とドイツ，フランスとの相続順位の比較表

日 本 ド イ ツ フランス

第 1順位 子（孫・曾孫） 子（孫・曾孫） 子（孫・曾孫）

第 2順位 父母
祖父母，曾祖父母

父母
兄弟姉妹（甥・姪）

父母
兄弟姉妹（甥・姪）

第 3順位 兄弟姉妹（甥・姪） 祖父母
おじ・おば・いとこ

祖父母
曾祖父母

第 4順位 なし 曽祖父母
曾祖父母の直系卑属

傍系血族
（おじ・おば，いとこ等）

＊筆者作成
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が発生し易くなっていることは事実である。そ
れゆえに，筆者は兄弟姉妹以外の傍系血族とし
て，「おじ・おば」・「いとこ」などを「第四順
位」の法定相続人として認めることを検討する
必要があると考えている。ドイツやフランスに
おいては，おじ・おば，いとこを法定相続人の
範囲として認めていることを視野に入れて議論
すべきであろう。さらに踏み込んで議論するな
らば，ドイツやフランスのように，曾祖父母の
直系卑属（はとこ等）の存在も忘れてはならな
いだろう。
　なぜ日本では，法定相続人の範囲が限定的で
あるのかという問題がある。その理由として，
相続関係が複雑になって遺産分割（協議）が長
期化したり，調停・審判に発展したりすること
を回避するという相続実務上の理由によって，
法定相続人の範囲を狭く規定していることは事
実である。その証拠に兄弟姉妹が相続人になる
場合に，（兄弟姉妹が先死しているとき）甥・
姪までの代襲相続は認めているが，それ以降の
代襲を認めていない。確かに子の数が多かった
時代には，兄弟姉妹の子である甥や姪の人数が
数十人に膨れ上がることもあり，遺産相続の争
いが長期化したことも事実である。しかし，少
子化が深刻な問題になっている現在の相続では，
相続人がいないという問題の方が深刻である。
配偶者がなく，子や孫がいない，祖父母や父母
も先死していて，兄弟姉妹もいないため，特別
縁故者制度を利用するというケースも想定して
おくべきことであろう。
　第二の問題提起は，日本の相続法では直系尊
属（＝父母と祖父母・曾祖父母）を一括して優
先していることに，理論的な問題があるのでは
ないか」という指摘をした。筆者は，理論的適
合性に欠けると言えなくもないと考えている。
一般的な国民感情としても，父母と祖父母，曾
祖父母の違いは大きなものがあると言えるであ
ろう。子の遺産を父母が相続することに異論は

少ない筈である。しかし，父母が先死している
場合に，祖父母が（存命であれば）第二順位の
相続人として本位相続することには違和感があ
る。ドイツやフランスでは，父母と祖父母や曾
祖父母は相続順位が異なる訳である。それは，
ドイツやフランスでは，父母が相続人となる
ケースでは，（被相続人の）兄弟姉妹が同順位
で相続人となるときである。理論的適合性の視
点からは，親系主義を採用しているドイツの法
定相続の規定が妥当だと言える。なぜならば，
祖父母が相続人となるケースでは，祖父母の子
である「おじ・おば」や「いとこ」が同順位の
相続人として登場してくるからである。さらに，
曾祖父母やその直系卑属が相続人になるケース
も想定されている。理論的に考えれば，祖父母
の子である「おじ・おば」や「いとこ」が存在
しないとしても，一世代前の祖先（曾祖父母）
に遡れば，そこから枝分かれして子孫（直系卑
属）が継続して存在している可能性が高い訳で
ある。そのことから，実際の親戚づきあいは別
として，「血の繋がり」を根拠とした理論的な
説明が可能である。
　他方，類別主義を採用しているフランスの法
定相続の規定では，祖父母が相続人となるケー
スでは，曾祖父母が同順位の相続人として登場
する。これは，「おじ・おば」や「いとこ」よ
りも，曾祖父母が優先される結果となるため，
理論的な根拠が乏しい。
　日本の相続法は，三系主義によって，直系卑
属，直系尊属，傍系血族の三グループに分け，
一切の傍系血族を直系尊属よりも後順位として
いる点に特色がある。祖先を敬うという特別な
恭順関係を尊重するという考え方と，遺産相続
は何よりも若い人たちを優先すべきという考え
方が衝突することになる。単純に考えて，被相
続人の兄弟姉妹，甥・姪よりも優先して，祖父
母や曾祖父母が遺産を相続することには異論が
あるだろう。しかし，相続実務においてこのよ



広島経済大学研究論集　第44巻第 1号28

うなケースは極めて稀であるため，問題になら
ないだけである。
　最後に，第三の問題提起として，日本の相続
法では「兄弟姉妹以外の傍系血族を法定相続人
の範囲から除外していることに問題があるので
はないか」という指摘をした。ドイツやフラン
スと比較して明らかになったとおり，日本の相
続法では兄弟姉妹以外の「傍系血族」の存在を
度外視しているという重大な問題を指摘してお
きたい。ドイツやフランスでは，血族を網羅す
る形で法定相続人の範囲を規定している。日本
でも兄弟姉妹や甥・姪までの傍系血族を第三順
位の法定相続人としてその範囲に入れている。
そこには甥・姪の子は代襲相続権を認めていな
いという問題がある。仮に兄弟姉妹の直系卑属
に代襲相続権を認めたとしても，「傍系血族」
は，父母の兄弟姉妹である「おじ・おば」やそ
の子である「いとこ」だけではない。また，祖
父母の兄弟姉妹である「おおおじ・おおおば」
が存在する。その子（＝いとこちがい）や孫
（＝はとこ）もいる。はとこは，被相続人と同
世代であることを考えれば，法定相続人の範囲
に加えてもよいだろう。
　筆者は，本研究の結論として，法定相続人の
範囲拡大について表 7の案を提案したい。
　日本の民法において，「おじ・おば」，「いと
こ」などは，現在まで法定相続人の範囲から外
れている。これは，過去の民法改正においても
検討された形跡がない問題であるが，ドイツや

フランスの相続法を参考にして，「おじ・おば」，
「いとこ」などの傍系血族を第四順位の法定相
続人として位置付けることを提案する。すでに，
我が国において少子化が急速に進展しており，
「おじ・おば」，「いとこ」の数も減少している
ことが背景にある。生存配偶者が存在する場合
には，相続人とはならないと規定すれば，配偶
者と彼等との競合関係は生じない筈である。し
かし，現在までこれら傍系血族は，遺言相続制
度の活用によって相続財産を取得させればよい
と考えられている。しかし，法定相続人が誰一
人いない場合で，遺言書がないときに「誰も遺
産を相続する者がいない」という問題が生じる。
その場合には，相続財産をいきなり国庫に帰属
させるということになっていたが，それは「被
相続人の意思に反する」という問題があった。
そこで，1962（昭和37）年の民法改正で，相続
人不存在の場合，家庭裁判所が縁故者のために
相続財産を処分できる道を開いた訳である。相
続人不存在に関する問題については，今後の課
題としたい。

注

1） イングランド法やアメリカ法については，遺言
相続が原則となっているため，法定相続人や相続
順位の問題はないと思われる。しかし，無遺言相
続の場合に誰がどれだけ相続するのかという規定
が必要になるため，この問題はどの国においても
解決しておかなければならないことであると言え
る。
2） 拡大を提案する理由は，法定相続人が存在しな

表 7　〔提案〕日本の民法における法定相続人の相続順位の私案

第 1順位：子，孫・曾孫（直系卑属）

第 2順位：父母

　　　　　祖父母・曾祖父母は，配偶者相続人がいない場合にだけ招致

第 3順位：兄弟姉妹，甥・姪など（優先傍系血族）

第 4順位：おじ・おば，いとこなど（優先傍系血族以外の血族）

　　　　　第四順位は，配偶者相続人がいない場合にだけ招致

＊筆者作成
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いため，特別縁故者への財産分与や遺産の国庫帰
属で処理するよりも，明らかに説得力をもってい
ると考えられるからである。勿論，相続実務にお
いて混乱が生じることが少なくなるように十分に
配慮する必要があることは承知している。
3） ただし，「個人の尊厳と法の下の平等を理念と
する日本国憲法の下では。正面切って根拠とする
ことは難しく，これを表だって主張する学説は少
ない」と言われている（梶村太市他『家族法実務
講義』有斐閣，2013，p. 335）。
4） 現在の少子化が，今後改善する見込みがない中
において，法定相続人の範囲を拡大すべきではな
いかというのが筆者の意見である。その理由は，
法定相続人が存在しない（＝誰も遺産を相続しな
い）ということが多くなることが予想できるから
である。
5） 具体的に年齢を入れて考えてみると分かり易い
だろう。仮に被相続人が若くして亡くなり，50歳
代だとすれば，その父母は70歳代であり（すでに
両方が亡くなっている），祖父母は90歳代である
のが一般的である。
6） 特別縁故者としては，法定相続人以外の親族が
含まれる訳であるが，知人・友人などの赤の他人
も含まれることになるという問題がある。また
「特別の縁故の有無」という抽象的で曖昧な概念
を家庭裁判所の判事が個別に判断しなければなら
ないという問題がある。
7） 旧民法時代の特徴は，「配偶者が常に相続人と
なる訳ではない」，「兄弟姉妹は相続人とはならな
い」，「血縁関係のない戸主が相続人となる可能性
がある」ということである。被相続人に直系卑
属・配属者及び直系尊属のいずれもない場合は，
その被相続人の属した「家」の戸主が遺産相続人
となる。
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